
目

次

規

則

○
青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
一

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
病

院

局

管

理

課
）
…
一

規

則

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
十
六
号

青
森
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
十
六
条
の
見
出
し
中
「
小
切
手
」
を
「
小
切
手
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
小
切
手
に
よ
り
収

納
す
る
指
定
金
融
機
関
等
が
手
形
交
換
所
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
手
形
交
換
所
に

加
入
し
て
い
る
金
融
機
関
の
所
在
す
る
地
域
、
小
切
手
に
よ
り
収
納
す
る
指
定
金
融
機
関
等
が
手
形

交
換
を
委
託
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
委
託
先
の
金
融
機
関
が
加
入
し
て
い
る
手
形
交
換
所

に
加
入
し
て
い
る
金
融
機
関
の
所
在
す
る
地
域
」
を
「
全
国
の
区
域
」
に
改
め
る
。

第
百
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
指
定
金
融
機
関
の
加
入
し
て
い
る
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ド
ク
タ
ー
カ
ー

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
管
理
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
十
月
十
七
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
シ
バ
タ
医
理
科
青
森
営
業
所

青
森
市
南
佃
一
丁
目
一
四
の
一
〇

六

落
札
金
額

五
千
百
五
十
五
万
七
千
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第532号令和４年11月４日 金曜日

第
五
百
三
十
二
号

令
和
四
年十

一
月
四
日

（
金
曜
日
）



八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
四
年
九
月
七
日

（ ）2青 森 県 報 第532号令和４年11月４日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


